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水質事故の
対応訓練を
行いました 本格的な冬を迎え、暖房器具を使用する機会が増えることにより、

河川や水路に油類が流出する事故の増加が懸念されます。

～迅速な対応による被害の拡大防止を目指して～

オイルフェンス設置訓練の様子（阿武隈川）

◀水質異常時に現地で行う初期対応訓練
（パックテストによる簡易測定講習）

◀▼ロープ結び訓練

▼オイルフェンスを固定するため杭を打ちます

油類等が流出した際の“迅速かつ的確な対応による被害の拡大防止”を目的に、
消防署・自治体等の方々とともに訓練を実施しました。（2025.11.17）

水質事故対応担当者約60名が参加
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～浜尾遊水地の除草を行っています～

遊水地
とは？

2026/01撮影2025/06撮影

＜除草前＞ ＜除草後＞

洪水時、一時的に
水を貯め込み
河川の水位を下げる
役割をします。

浜尾遊水地は平成10年8月洪水を契機とした

「平成の大改修」治水対策の一環として須賀川市の
浜尾地区に整備されたものです。

平成16年度に一次掘削、平成25年度から二次掘削を
実施し平成30年度に完成しました。

油の流出事故にご注意ください！ 回収に要した費用は原因者負担です！！

油漏れや水路･河川の異常を発見した場合は、市町村または消防署、郡山出張所へご連絡ください。

川や堤防の異常･変状等お気づきの点がございましたら、お手数ですが郡山出張所までご連絡ください。
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令和7年7月に浜尾遊水地の一部において除草を実施
しました。令和8年も引き続き浜尾遊水地の堤防除
草と併せて遊水地内の除草を実施します。

今後は官民連携による浜尾遊水地内の有効利用に向
けた検討を進めていく予定です。
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